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員会      
APEC Business Advisory Council（ABAC）日

＜プレスリリース＞ 

   APECビジネス諮問委

本
 

２０１２年８月２８日 

 

」を手交 

ess Advisory 

（８月２８日）、首相官邸にて、野田総理に２０１２年

「ＡＰＥＣ首脳への提言」を手交した。 

FJ銀行 顧

ＡＢＡＣは、１９９５年のＡＰＥＣ大阪会議において、ＡＰＥＣ首脳が「ビジネス界の声」を直接聞く 

・地域の各首

６０名、２０１２年８

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣボゴール宣言（１９９４年）においてＡＰＥＣ首脳が約束した「域内の自由で開

策

首脳に提出して

づき「ＡＢＡＣ委員とＡＰＥＣ 

首脳との対話」が行われ、ＡＰＥＣの政策について意見交換する。 

 Aspiration to 

引き続き、地域

なかでも、「運輸

た。 

ビジネスリーダーは、世界経済は脆弱な状態が続いており、アジア太平洋地域の経済はダ

ウンサイドリスクに晒されていると認識しており、ユーロゾーンで危機が再燃することが  

世界経済への一番の脅威であり、保護主義の高まりを懸念している。こうした環境で、地域

経済統合は引き続き、ＡＢＡＣの最優先課題であり、ＦＴＡＡＰ（アジア太平洋自由貿易圏）に

向けた具体的な道筋であるＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）やＲＣＥＰ（包括的地域経済

連携）等の進展をＡＢＡＣは歓迎した上で、更なる貿易投資の自由化のために、ＡＰＥＣ参加

国・地域は次世代型貿易・投資課題に取組み、ビジネス環境を整備すべきと指摘した。さら

ＡＢＡＣ日本委員が野田総理に今年の「ＡＰＥＣ首脳への提言

 

ＡＰＥＣ首脳の公式民間諮問機関であるＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＰＥＣ Busin

Council、以下「ＡＢＡＣ」）日本委員は、本日

ABAC日本委員は、駒村 義範（コマツ 代表取締役副社長）、渡辺 喜宏（三菱東京U

問）、亀崎 英敏 （三菱商事 常勤顧問）の３人である。 

 

ための機関として設立が提唱され１９９６年に発足した、ＡＰＥＣに参加する２１ヶ国

脳がそれぞれの国・地域で指名したビジネス界の代表者であるＡＢＡＣ委員（

月現在）により構成される （ＡＢＡＣについては添付資料２参照）。 

 

かれた貿易・投資を実現する」という、いわゆる「ボゴール目標」の達成のためにとるべき政

を、ビジネス界の立場から「ＡＰＥＣ首脳への提言」として毎年とりまとめ、直接

いる。毎年秋に開催されるＡＰＥＣ首脳会議の際、この「提言」に基

 

本年、ＡＢＡＣはＡＰＥＣと同様ロシアが議長となり、「熱意を現実に」（From

Reality）をテーマに、議論を重ね、政策提言活動に取り組んできた。昨年に

経済統合、中小零細企業と起業家精神、持続可能な成長に焦点を当て、

と物流」、「技術移転」、「グリーン成長とエコシティ」という分野を重視してき
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や、域内金融市場の統合、食料安全保障やエネルギー安全保

ＥＣ首脳への提言」の主な内容は、以下の通り。 

合の推進 

・コネクティビティの強化 

強化 

への取組み 

 

ョンおよび最先端技術投資の促進 

● 中小・零細企業発展の支援 

● 女性の経済への参加促進 

 

 

な ９ ックで開催されるAPEC首脳会議では、これら 「提言」 

基づ 、「ＡＢ る予定である。 

 

以 上 

 

添付資料 １．ABAC 日本委員の略歴 

C 首 言（ABAC 2012年版） 要旨 

 

に、中小・零細企業の振興

障などへの対応を要請している。 

その他、２０１２年「ＡＰ

● 貿易・投資の自由化加速 

● 地域金融市場統

● サプライチェーン

● インフラ投資の促進 

● 食料安全保障の

● 環境物品・サービスの貿易促進 

● エネルギー安全保障

● リビングシティの推進

● 技術の普及、イノベーシ

● ファイナンシング・イノベーション 

● 新しいサービス・アジェンダの開始 

お、来月 月にロシア、ウラジオスト

に き ＡＣ委員とＡＰＥＣ首脳との対話」 が行われ

    ２．ABAC（APEC ビジネス諮問委員会）について 

３．APE 脳への提

 

本件お問い合わせ先 

 

ABAC日本支援協議会 事務局長 上川 治  

 事務局次長 浅井 素子 

 

〒１００－０００４ 千代田区大手町１-３-２ 経団連会館２１階 

ＴＥＬ： ０３-６７４１-０９６１   ＦＡＸ： ０３-６７４１-０９６２ 

Ｅ-ｍａｉｌ： secretariat@abac.gr.jp 

ホームページ： http://www.keidanren.or.jp/abac/ 
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（添付資料１） 

ＡＢＡＣ日本委員の紹介（就任順） 

 

 

部門長、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ専務取

成20年6月より現職。 

あわせて、平成20年4月

 

顧問 

東京銀行（現、㈱三菱東京UFJ銀行）入行。香港、ロンドン、台

役グローバル企業

締役等を歴任し、平

日印経済委員会常設委員会委員長、同年6月公

益財団法人国際通貨研 専務理事にそれぞれ就任。 

2年にABAC金融・経済

作業部会の部会長、平成23年はABAC金融・経済作業部会筆頭副部会

。 

渡辺 喜宏  株式会社三菱東京UFJ銀行 
 

昭和22年7月生まれ。 東京大学法学部卒業。 

昭和45年㈱

北などの海外勤務を経て、㈱東京三菱銀行専務取締

究所

平成19年8月、ABAC委員に任命され、平成21年2

長、平成24年は副部会長を務める

 

駒村 義範  株式会社小松製作所 代表取締役副社長 

業。 

ーストラリアなどの

を経て、平成11年6月より欧州コマツ株式会社社長  (ベル

ギー駐在)、平成17年6月より取締役常務執行役員 建機マーケティン

成 歴任。 

平成22年6月より現職。あわせて、経済同友会では人材育成委員会、

を務める。 

ABAC委員に任命され、ABACインフラ開発作業部会の

 
昭和23年2月生まれ。 早稲田大学法学部卒

昭和45年 ㈱小松製作所（コマツ）入社。アメリカ、オ

海外駐在

グ本部長、平 19年4月取締役専務執行役員を

欧州委員会にて副委員長、諮問委員会では 委員

平成24年1月、

副部会長を務める。 

 

 

 
学経済学部卒業。ハーバードビジ

ネススクールAMP修了。 

昭和41年 三菱商事㈱入社。東ベルリン（駐在員首席）、ニ ーヨーク

（現地法人副社長）、台北（現地法人社長）など海外での駐在経験を経

て、平成14年6月より常務執行役員として地域戦略を担当、平成17年4

月より三菱商事（株）代表取締役副社長として経営計画、地域戦略を担

当。平成19年4月から平成24年4月まで日本銀行政策委員会審議委員

を務める。平成24年4月より現職。 

平成24年5月、ABAC委員に任命される。 

 

亀崎 英敏  三菱商事株式会社 常勤顧問 

昭和18年4月生まれ。 横浜国立大

ュ
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（添付資料２） 

ＡＢＡＣ（ＡＰＥＣ ジネス諮問委員会）について 

 

首脳が指名したビジネス界の代表

ＰＥＣ首脳がビジ

界の声を直接聞くメカニズムとして設立を決定、翌１９９６年から活動を開始した。 

目標「自由で開か

提言することで  

その実行のために 

たマニラ行動計画（１９９６年）に基づく各国・地域の個別行動計画（ＩＡＰ： Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ Ａｃｔｉｏｎ    

Ｐｌａｎ）、および共同行動計画（ＣＡＰ： Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ Ａｃｔｉｏｎ Ｐｌａｎ）で方向性が示されており、ＡＢＡＣの  

の主旨に沿って作成される。従って、ＡＢＡＣの提言は貿易・投資の自由化・円滑化

の実現に向けた具体的な施策と、実施のための「経済・技術協力（ＥＣＯＴＥＣＨ）」に関するものが中心と

政策提言、政策実施状況に関する評価をとり 

まとめて「ＡＰＥＣ首脳への提言」を作成してＡＰＥＣ首脳に提出している。この提言に基づき、秋のＡＰＥＣ

「ＡＢＡＣ委員とＡＰＥＣ首脳との対話」が行われ、ＡＰＥＣの政策について直接意見

合議長、高級実務者会合   

）と、専門分野毎に提言内容を検討する  

 【ＡＢＡＣの作業部会】 

○地域経済統合作業部会 （Ｒｅｉｇｉｏｎａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ）  

○中小・零細企業と起業家作業部会 （ＳＭＭＥ ＆ Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｈｉｐ Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ） 

○持続可能な成長作業部会 （Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｇｒｏｗｔｈ Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ） 

○インフラ開発作業部会 （Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Working Group）（副部会長：駒村委員） 

○金融・経済作業部会 （Ｆｉｎａｎｃｅ ａｎｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ）（副部会長：渡辺委員） 

○行動計画と提唱作業部会 （Ａｃｔｉｏｎ Ｐｌａｎ and Advocacy Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ） 

 

   

以 上 

 

 

 

 

ビ

１．ＡＢＡＣの設立経緯と役割 

ＡＢＡＣ（ＡＰＥＣビジネス諮問委員会）は、ＡＰＥＣ参加２１カ国・地域の

で構成されるＡＰＥＣ唯一の公式民間諮問機関である。１９９５年のＡＰＥＣ大阪会議でＡ

ネス

ＡＢＡＣの最大の役割は、ボゴール宣言（１９９４年）でＡＰＥＣ首脳が約束したボゴール

れた貿易・投資を達成する」の実現に向けてとるべき政策を、ビジネス界の立場から

ある。 

ボゴール目標達成に向けた具体的な施策については、大阪行動指針（１９９５年）と

策定され

提言はこれらの計画

なっている。 

 

２．ＡＢＡＣの活動概要 

ＡＢＡＣは毎年、アジア太平洋地域のビジネス界の見解、

首脳会議開催の際に

交換を行う。また、必要に応じて貿易・財務・中小企業などの担当大臣会

（ＳＯＭ）議長、ＷＴＯ事務局長らにＡＢＡＣ議長名の書簡を発出している。 

ＡＢＡＣ会議は、ＡＢＡＣの意思決定を行う全体会議（Ｐｌｅｎａｒｙ

次の作業部会（Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ）から成り、通常毎年４回開催される。 
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（添付資料３） 

２０１２年ＡＰＥＣ首脳へのＡＢＡＣ報告 

APEC Business 
遅れに懸念を抱い

があると私たちは

Area of the Asia 
・透明性・包括性

ニシアティブへの

、ＦＴＡＡＰに向けた実質的な進展が図られるよう要望する。 
引き続き特定して

、租税と移転価格

対外直接投資のた

太平洋金融フォー

ンフラファイナンス市場

の着実な成長を促すことである。提案されているＡＰＦＦは官民協働連携を強化するための

ークと市場インフ

金融規制改革を具

として２０１３年

に、現在進められ

ている他の地域イニシアティブを補完するアジェンダを設定することを提言する。 

越えた取引をより

容易に低コストで迅速に行えるようにすることで地域の競争力を強化するＡＰＥＣの取り組

みを、ＡＢＡＣは称賛する。ＡＰＥＣは、ＡＰＥＣサプライチェーン・コネクティビティ・

フレームワーク（APEC Supply Chain Connectivity Framework）の実施にあたり、包括的

で協調的なアプローチを支持すべきである。域内のサプライチェーンを改善するために行う

べきことが多くある。特に、ⅰ）サプライチェーンに関するベスト・プラクティス情報の共

有をコーディネートするＡＰＥＣの役割拡大、ⅱ）データ収集の改善、ⅲ）物品のマーキン

グとトラッキングのためのシングル・ウインドウ（単一受付窓口）構想や標準化コードを含

 

要旨 
 
以下は、本報告に含まれる主要メッセージの要約である。 

 貿易・投資の自由化加速  ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ：

Advisory Council）は世界貿易機関（ＷＴＯ）ドーハ・ラウンドの進展の

ている。ＷＴＯはルールに基づく国際貿易体制にとって非常に大きな価値

認識している。ＡＢＡＣはアジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ：Free Trade 
Pacific）の設立という目標に深く関わっており、重要な原則である包摂性

がＦＴＡＡＰへの全ての道筋で反映されるよう、要請する。ＦＴＡＡＰイ

出来るだけ幅広い参加を含めて

ＡＢＡＣはまた、ＡＰＥＣ参加国・地域が「次世代型」貿易・投資課題を

調査し、自由貿易協定に取り込むよう要請する。ＡＰＥＣ参加国・地域は

に関する、透明性があり、公正で、予測可能なガイドラインの提供など、

めのビジネス環境を改善すべきである。 

 地域金融市場統合の推進  ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域がアジア

ラム（ＡＰＦＦ：Asia Pacific Financial Forum）の設立を支持し、承認することを提言する。

この目的は、統合された広範な資金調達市場の成立、貯蓄の還流に必須な市場インフラ、規

制フレームワークおよび金融機関の発達、そして長期債券市場とイ

基盤になると想定される。これは、地域的に統一のとれた規制フレームワ

ラの発達に役立つだけでなく、域内金融の発展目標を裏付けるグローバル

体化する際の共通アプローチの展開にも役立つものである。第一ステップ

に協議を行い、域内の金融市場の発達、集積および連結性を促進するため

 サプライチェーン・コネクティビティの強化  物品・サービスの国境を
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などの統合衛星ナ

Ｃは関連する

予定である。   

のリーダーシ

体的には、情報通

されるＡＰＥＣ全

ルディング、そし

て非関税障壁への対策である。アジア太平洋地域と世界のその他地域を結ぶ代替輸送ルート

をより広く活用することによってもたらされる機会の拡大と長期的利益を十分に考慮する必

改善プロジェ

原則の採用と投資

めのハイレベル計

rinciples for Infrastructure Investment）」の作成に

ンフラパートナ

部門および国際機

ンスに資す

ＰＰＦＳ：APEC 
食料安全保障担当

合で採択されたカザン宣言を、ＡＢＡＣは称賛する。ＡＢＡＣは、ＰＰＦＳが    

実行するための中心的存在であると想定

している。食料安全保障に関するＡＢＡＣの提言は、ⅰ）ＡＰＥＣ参加国・地域における農

戦略投資計画

PEC Food Safety 
の開発、ⅴ）貯蔵・輸送中

ⅵ）Ｇ２０との協

ホノルル宣言を履

行するよう、要請する。首脳が合意したこの宣言は、環境物品・サービス（ＥＧＳ：

Environmental goods and services）のＡＰＥＣリストを２０１２年に作成する作業を行い、

それらに適用される関税率を２０１５年末までに５％以下に下げるものである。 

 エネルギー安全保障への取組み  ＡＢＡＣは、エネルギー安全保障への多元的なアプロー

チを支持する。省エネルギーへの取り組み拡大、再生可能なクリーンエネルギー源の活用促

進、天然ガスの利用拡大、エネルギー生産性の向上、原子力安全での協力などである。省エ

ネルギーとエネルギー生産性の向上を進めるためにＡＰＥＣがすべきことは、ⅰ）ベスト・

めた税関業務での必要条件と手続きの共通化、である。Glonass やＧＰＳ

ビゲーション・システムのより広範な活用がこの点で効果的と思われ、ＡＢＡ

世界のベスト・プラクティスを調査してウラジオストック会合で報告する

ＡＢＡＣはまた、サプライチェーン標準化イニシアティブにおける、ＡＰＥＣ

ップ、統制および監視という役割がさらに大きくなっていると考える。具

信技術システムおよび中小企業物流のための情報プラットフォームに適用

域を対象とした「モデルとなる手段・手続き」の開発とキャパシティ・ビ

要性を、ＡＢＡＣは認識している。これらは国内および国際的な輸送インフラ

クトを実施することによって可能になるものである。 

 インフラ投資の促進  ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域が強固な投資

促進策の実行によって投資環境の改善に取り組むことを要請する。インフラ・プロジェクト

の開発と実施、および政府機関の指針となる「ＡＰＥＣインフラ投資のた

画原則（APEC High-Level Planning P
おいては、統合インフラ計画アプローチの採用を提言する。アジア太平洋イ

ーシップ（ＡＰＩＰ：Asia-Pacific Infrastructure Partnership）での民間

関との対話を通して、ＡＰＥＣ参加国・地域が協働連携してインフラ・ファイナ

る環境整備の具体策を立案するよう、要望する。 

 食料安全保障の強化  ＡＰＥＣ食料安全保障政策パートナーシップ（

Policy Partnership on Food Security）の創設および本年のＡＰＥＣ第２回

大臣会

ＡＰＥＣ域内における食料安全保障政策を立案して

業分野技術普及センターの設立、ⅱ）農業分野での投資を促進するための地域

の作成、ⅲ）食品安全の基準設定におけるＡＰＥＣ食品安全フォーラム（A
Forum）との協力、ⅳ）収穫後損失を評価するための統一的手法

の食料損失を最小化する食料市場インフラを開発するための枠組み作り、

力を通じた国際食料市場における透明性の改善、などである。 

 環境物品・サービスの貿易促進  ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域が
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ⅲ）関連当事者全

、ⅳ）エネルギー

ギーの生産コスト

減し、低炭素天然

ガスを最大限利用するための新しい輸送インフラと技術の開発に投資し、旧式で非効率な発

組みを設定すべきである。長期

的には、透明性があり予測可能な法規制環境に基づいたオープンで公正な市場の創設に向け

合した送電を通し

 

 
原則と革新的ソリ

の統一基準に従う

面を統合した原則

ングシティの原則を尊重するような効果的インセンティブの導入にも優先的に取り組むべき

るようになるだけ

ム、さらには廃棄

制を支援すること

ノベーションをお

スを奨励して円

広く普及させるた

めに、参加国・地域が貿易と対外投資における障壁の対策に取り組むことを推奨する。さら

じるべきである。技術の普及を促進するために、ＡＢＡＣはまた、首尾一貫した規制および

ＡＰＥＣにおける技術分野の利害関係者による互恵的パートナーシップの強化を提唱する。 

 中小・零細企業発展へのサポート  中小・零細企業（ＳＭＭＥ：Small, medium and 
micro-enterprises）は、革新的成長を支える現代経済の根幹である。しかし、ＳＭＭＥは多

くの課題に直面しており、特に資金調達が問題となっている。多くのＳＭＭＥにとって国際

的サプライチェーンを活用するにはいくつもの障壁がある。例えば、海外でビジネスをする

ための知識と資源の不足である。これらの障壁への対策ツールとして、ＡＰＥＣ次世代型双

プラクティスの情報交換を拡大する、ⅱ）測定と評価の基準を統一する、

ての利益を最大化する市場メカニズムによる自発的な技術普及を支援する

効率に貢献するＥＧＳ貿易を促進する、ことである。再生可能エネルギー源への投資を促進

するために必要なのは、適切な方針と法規制、規模の経済を生み出す市場の集約、低炭素技

術の展開、市場ベースの新しい手法、さらには再生可能なクリーンエネル

を下げる可能性がある革新的研究である。 
ＡＰＥＣはまた、国境を越えたエネルギーの投資と貿易に対する障壁を削

電所や産業プラントの段階的廃止または改良を促す経済的枠

てさらに努力する必要がある。これは、インフラと各国電力グリッドを統

て、域内におけるエネルギーの効率的な取引をサポートするためである。

 リビングシティの推進 環境に負荷を与える現在の生活様式を変えるには、ＡＰＥＣ参加

国・地域の実質的な行動が必要であり、都市計画とインフラ開発に新しい

ューションを導入すること、およびＡＰＥＣにおける「リビングシティ」

ことが求められる。都市の建設や再開発では、社会的・環境的・経済的側

に基づき、住みやすい低炭素型のコミュニティおよびエコシティまたはリビングシティ・ア

プローチを採用するよう、ＡＢＡＣは提言する。ＡＰＥＣ参加国・地域のビジネス界がリビ

である。これにより、リビングシティの基準が都市建設プランに反映され

でなく、「グリーン」産業、報奨金や優遇関税、企業の社会的責任プログラ

物の削減とリサイクルおよび二酸化炭素排出量の削減を目指した新しい規

になる。 

 技術の普及、イノベーションおよび最先端技術投資の促進   
ＡＰＥＣ参加国・地域は、海外からの技術を適用する能力を高め、自らイ

こなう能力を高める措置を講じることにより、さらに繁栄することができる。ＡＢＡＣは市

場メカニズムによる自発的な技術普及の重要性を認識しており、このプロセ

滑化するような法規制環境を創出するための政策を支持する。技術をより

に、各国・地域は技術を吸収する能力を強化することに加えて、革新的成長を促す措置も講
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ase）とＡＰＥＣサ

ments）データベ

講じ、データ

調整することを推

のためのイニシア

 and Young 
ータルなど情報通

信技術（ＩＣＴ： ogy）ツールの活用である。    

る活用を妨げてい

ている障壁に対し

考えられる。サン

を１名指名するこ

とを検討すべきである。

持するためには、

イノベーションのための資金調達について目下の課題を克服することが重要である。革新的

るこのプロセスに

域がエンジェル・

ために、税控除、

ムを用意するとと

もに、業種を越えてエンジェル投資家ネットワークを特定し、育成し、活用できるようにす

る必要がある。ＡＰＥＣ参加国・地域は、イノベーションのさまざまな段階で企業を支える

例えば、初期段階

り、退出メカニズ

イノベーションを

請する。 

ビスの理解

基づき、政府・民

間・学界を代表するサービス専門家グループを結成し、サービス貿易・投資に関するグロー

バル・ガバナンスの改善方法を検討することを、ＡＢＡＣは要望する。具体的には、域内サ

ービス貿易・投資の自由化という明確な目標に特化した新しいイニシアティブの立ち上げ、

そしてサービスに関する域内公式統計の改善である。ＡＰＥＣの人材養成作業部会（Human 
Resources Development Working Group）で取り組んでいる熟練人材過不足比較と労働市場

の情報発信プロジェクトを、ビジネス界からの情報提供を受けて完成させることを、    

ＡＰＥＣ参加国・地域に要請する。これは、域内全体における熟練人材と労働力の不足に関

方向関税データベース（APEC Next Generation Interactive Tariff Datab
ービス貿易アクセス要件（ＳＴＡＲ：APEC Service Trade Access Require
ースの開発を、ＡＢＡＣは強く支持する。継続性を保証し、資金面での対策を

ベースを商業的に価値があるものにするさまざまな取り組みをＡＰＥＣが

奨する。ＡＢＡＣは、ＳＭＭＥを対象としたキャパシティ・ビルディング

ティブを奨励する。例えば、ＡＰＥＣ中小企業・若手起業家サミット（APEC SME
Entrepreneurs’ Summit）、電子商取引プラットフォームやオンライン・ポ

Information and communication technol
ＡＢＡＣは、革新的成長を促進する国境を越えた戦略連携のＳＭＭＥによ

る障壁に対してＡＰＥＣ参加国・地域が対策を講じるよう、要望する。 

 女性の経済への参加促進  ＡＢＡＣは、女性の本格的な経済参加を妨げ

てＡＰＥＣ参加国・地域が引き続き対策を講じるよう、要請する。特に各国政府は、職場に

おけるダイバーシティとインクルージョンを奨励する政策を実行できると

フランシスコ宣言に従い、ＡＰＥＣ各国政府はＡＢＡＣに少なくとも女性

 

 ファイナンシング・イノベーション  域内が継続的に高い経済成長を維

アイデアが誕生してから十分に商業化されて製品の販売や会社の売却に至

おいて、政府は決定的な役割を果たす。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地

キャピタルとベンチャー・キャピタルをサポートするよう、提言する。その

マッチング・ファンドまたは企業買収プログラムなどの効果的なプログラ

一連の金融活動のために有効に機能する法規制環境を提供すべきである。

ではエンジェル投資家、中間段階ではベンチャー・キャピタル、後期段階ではプライベート・

エクイティ、商業銀行と投資銀行、および年金基金などの機関投資家であ

ムも含まれる。ＡＢＡＣは、特にインキュベーション段階で起業家精神と

奨励するような基本的状況を創出し、維持し、改善するためのサポートを要

 新しいサービス・アジェンダの開始  2011 年報告『競争経済の中心にあるサー

（Understanding Services at the Heart of a Competitive Economy）』に
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て従来よりも利用しやすい情報を新たに蓄積するために、できるだけ迅速に行う必要があ

とつである。しか

張者がカードを申請や更新する際に支障をきたすことが増え、このスキーム

う、ＡＰＥＣ首脳

ＥＣとの関係

メンバーが最大限

簡と提言書から広

よび個別の大臣への焦点を絞った情報提供も行うようにした。   

ＡＢＡＣはこれらの対話をさらに発展させることを強く望んでおり、ＡＰＥＣが検討している

または既に開始したイニシアティブに対応して、ビジネス界の関心事と優先順位に関する情報

提供を増やしたいと考えている。 

 

 

以上 

 

し

る。 

 ＡＰＥＣビジネス・トラベル・カード問題の解決  ＡＰＥＣビジネス・トラベル・カード

は、域内でのビジネスを円滑化するための最も重要なイニシアティブのひ

し、ビジネス出

の価値を損なっている。ABAC はこの問題を優先解決事項として取扱うよ

の支援を要望する。 

 ビジネス界とＡＰＥＣとの政策対話の有効活用  過去２年間、ＡＢＡＣはＡＰ

を強化し、またＡＰＥＣ政策当局と域内ビジネス界との情報交換をＡＢＡＣ

活用する方法について熟慮してきた。ＡＢＡＣは情報交換を首脳への年次書

げて、高級実務者会合お
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